
令和 6年度 奈良県非住宅木造建築適応促進支援業務 

公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 趣旨 

令和６年度 奈良県非住宅木造建築適応促進支援業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方

式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の目的 

住宅様式の変化や人口減少による木造住宅着工数の減少に伴い、奈良県産材の需要低迷に直面し

ているなか、住宅分野のみならず非住宅分野での事業拡大、事業再編、販路拡大、新たな市場開

拓等の挑戦を試みる意欲的な木材関連事業者に対し、コンサルタント等による支援を行うことで、

奈良県産材の利用拡大に繋げていくことを目的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）業務名 

令和６年度 奈良県非住宅木造建築適応促進支援業務 

（２）業務内容 

仕様書に記載のとおり。 

（３）委託上限額 

４，９９７，３００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（４）履行期間 

契約締結日から令和７年２月２８日（金）まで 

 

４ 参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（２）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加禁止措置を 

受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」という。）第１７条の規定による更生

手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

（以下「旧更生事件」という。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１

７２号。以下「旧法」という。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をして

いない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の

決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、

更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなすこと。 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法(平成１１年法律第２２５号)附則第２条による廃止

前の和議法(大正１１年法律第７２号)第１２条第１項の規定による和議開始の申し立てを



していない者であること｡ 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申立てをしていな

い者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定

を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立

てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなすこと。 

（６）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月２７日奈良県告示４

２５号）による競争入札参加有資格者のうち、営業種目「Q７」(役務の提供／諸サービス)で

登録している者であること。なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、企画提案書等

の提出時までに資格者の登録を終えていることを条件とする。入札参加資格を得るために必

要な書類等は、次に示す部署に問い合わせること。 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

会計局 総務課 調達契約係（県庁主棟１階） 

TEL ０７４２－２７－８９０８（ダイヤルイン） 

（７）中小企業等経営強化法に基づき国に認定された経営革新等支援機関で、過去５年間（平成３

１年４月１日～令和６年３月３１日）に木材関連事業者(建築物に使用する製材や集成材を

製造する事業者、若しくはこれらを販売する事業者）に対して、コンサルタント支援業務の

履行実績を有していること。 

 

５ 提出書類 

企画提案に参加を希望する事業者は、次の書類を作成して提出すること。なお、責任の所在を明

確にする観点から、共同提案は受け付けないものとする。 

（１）参加申込書類 

①参加申込書（様式１－１） 

②事業者概要書（様式１－２）         

③コンサルタント支援業務の実績（様式１－３）       

過去５年間（平成３１年４月１日～令和６年３月３１日）に木材関連事業者(建築物に使用す

る製材や集成材を製造する事業者、若しくはこれらを販売する事業者）に対して、コンサル

タント支援業務を履行した実績を記載し、実績を証する契約書等の写しを添付すること。ま

た、業務内容がわかるもの（仕様書等）があれば添付すること。 

  ④中小企業等経営強化法に基づき国に認定された経営革新等支援機関であることを証する書類 

（２）企画提案書類 

①企画提案書（様式２－１、様式２－２） 

作成については、「11 企画提案書の作成等について」を参照のこと。 

  ②見積書（任意様式） 

   作成については、「11 企画提案書の作成等について」を参照のこと。 

     

６ 説明会 

  実施しない。 



 

７ 参加申込書類の提出 

（１）提出期限 

令和６年７月４日（木）午後５時（必着） 

（２）提出方法及び提出先 

持参または郵送により、「17 書類等提出先・問い合わせ先」宛提出すること。 

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前９時から午後５時までの受付とする。

郵送する場合は、電話により郵送した旨の連絡をするとともに、提出先である奈良県庁に

提出書類が配達された日時及び時刻が証明できる方法によること。なお、いかなる事情で

あっても期限を過ぎた書類は受け付けない。また、提出書類を提出した後に辞退する場合

は、速やかに県まで連絡するとともに、辞退届（任意様式）により通知すること。 

（３）提出書類、提出部数等 

①５の（１）で示す書類を提出するものとする。 

②参加申込書類の用紙はＡ４版とすること 

③参加申込書類の提出部数  各１部 

（４）参加申込書の作成に関する質問の受付および回答 

①質問受付期限 

 令和６年６月２７日（木）の午後５時（必着） 

②提出方法 

   質問票（様式３）により「17 書類等提出先・問い合わせ先」宛FAXにより提出すること。 

※送信後、電話により送信した旨を連絡すること。メール、電話、来訪等による質問は受け

付けない。 

④質問に対する回答 

    質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を妨げるおそれのあるものを除き、質 

問者の氏名等をふせて、令和６年７月２日（火）までに「奈良県 県産材利用推進課ホームペ 

ージ」上にて公開する。 

 

８ 選定、非選定の通知 

参加申込書を提出した者のうち、参加資格を有すると確認された者を企画提案書の提出を依頼す

る者として選定する。 

（１）通知方法 

参加申込書を提出した者には、選定または非選定の通知をする。このうち、選定する者に対

しては企画提案書の提出を書面により依頼し、非選定の通知をした者に対してはその理由を

書面により通知する。 

（２）非選定理由の説明請求 

非選定通知書を受けた者は、非選定通知書の通知日の翌日から起算して５日（県の休日を除

く。）以内にその理由の説明を求めることができる。 

非選定理由の説明請求は任意様式によるものとし、受付方法は持参又は郵送とする。 



非選定理由の説明は、書面により行うこととし、説明を求めることが出来る最終日の翌日か

ら起算して５日（県の休日を除く。）以内の消印で郵送する。 

 

９ 企画提案にかかる質問及び回答 

（１）質問受付期限 

令和６年７月１０日（水） 午後５時（必着） 

（２）提出方法 

   質問票（様式３）により「17 書類等提出先・問い合わせ先」宛FAXにより提出すること。 

※送信後、電話により送信した旨を連絡すること。メール、電話、来訪等による質問は受け

付けない。 

（３）質問に対する回答 

    令和６年７月１２日（金）までに、全質問に対する回答を企画提案書の提出を依頼した者に

対し、電子メールにて通知する。 

 

10 企画提案書類の提出 

（１）提出期限 

令和６年７月１８日（木）午後５時（必着） 

（２）提出方法及び提出先 

持参または郵送により、「17 書類等提出先・問い合わせ先」宛提出すること。 

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前９時から午後５時までの受付とする。

郵送による場合は、電話により郵送した旨の連絡をするとともに、提出先である奈良県庁

に提出書類が配達された日時が証明できる方法によること。なお、いかなる事情であって

も期限を過ぎた書類は受け付けない。また、提出書類を提出した後に辞退する場合は、速

やかに県まで連絡するとともに、辞退届（任意様式）により通知すること。 

（３）提出書類、提出部数等 

①５の（２）及び11で示す書類を提出するものとする。 

②企画提案書類の用紙はＡ４版とすること。 

③企画提案書類は、簡潔かつ明瞭に記載すること。 

④企画提案書類の提出部数  各６部（正本１部、副本５部） 

なお、副本（見積書を含む。）については、提案者を判読できるような用紙の使用や記載を行

わないこと。 

 

11 企画提案書の作成等について 

企画提案書は、様式２－１を表紙として、様式２－２に示す項目に沿って作成すること。 

様式２－２は、Ａ４版１０枚以内とし、縦横は自由とする。 

（１）提案内容 

①業務概要 

業務の目的を達成するための全体イメージ及び方針等の概要を記載すること 



②支援業務の提案 

ア 本業務の目的を踏まえ、支援事業者へのヒアリングの項目、方法などを記載すること 

イ 経営・営業データの分析方法やその考え方について記載すること 

ウ 課題解決に係る活動・支援計画(案)の策定にあたり、非住宅分野での事業拡大、事業再 

編、販路拡大、新たな市場開拓に向けて、取り組むべき具体的な内容、取組方法等につい

て記載すること。 

エ 業務遂行のフロー図と、スケジュール表を提出すること。 

③実施体制 

ア 業務を実施するにあたっての人員配置や業務分担、県との連絡体制について記載するこ

と。配置する人員については、総括責任者を選任するとともに、委託業務を適切に遂行す

ることができる主任担当者（常勤・非常勤は問わない）を、総括責任者とは別に、少なく

とも１名は配置することとし、同種業務における経験や実績についても記載すること。 

イ 販路拡大等の支援を実施するうえで、木製品の販売や仕入れ若しくはプレカット加工を

行う事業者及び木造建築を設計・施工する工務店等の事業者との連携体制についても具体

的に記載すること。 

④業務実績 

過去５年間（平成３１年４月１日～令和６年３月３１日）に木材関連事業者(建築物に使用

する製材や集成材を製造する事業者、若しくはこれらを販売する事業者）に対するコンサル

タント支援実績について３件まで記載すること。事業拡大、事業再編、販路拡大、新たな市

場開拓に係るコンサルタント支援を実施した場合は、その旨を明記すること。 

（コンサルタント支援業務の実績が複数あり、事業拡大、事業再編、販路拡大、新たな市場

開拓の支援業務がある場合に優位に評価） 

（２）見積書（任意様式） 

  ①業務委託期間において要する経費の内訳を明記した見積書を作成すること（任意様式）。 

  ②宛先は「奈良県知事 山下 真」とすること。 

・作成にあたっては可能な限り内訳ごとに単価×数量で算出し、金額の根拠を明確にすること。 

・押印省略は可能。但し、押印を省略する場合は責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載す 

ること。 

 

12 企画提案書の審査及び結果の発表 

（１）審査方法 

①審査は、県が別途設置する令和６年度奈良県非住宅木造建築適応促進支援業務委託に係る事

業者選定評価委員会において、提出された企画提案書等の書面、プレゼンテーション及びヒ

アリングの内容を基に審査を行い、最も高い評価を得た事業者を受託者として特定する。総

得点が同点の場合は、企画提案力の得点・業務遂行力の得点・見積価格の得点の順に高得点

の者を上位とする。ただし、総得点が６割未満の提案を行った者は受託者として特定しない。 

②プレゼンテーション及びヒアリングは、令和６年７月２３日（火）に行う予定。時間等詳細

は、後日対象者に通知する。 



③提案者が２者に満たない場合は、評価基準による評価点が６割以上であり、かつ、契約の相

手方として適当であると審査委員会で承認されなければ特定することができない。その場合、

奈良県環境森林部請負業者等選定審査会の承認を経て、受託者を特定するものとする。 

（２）企画提案書を特定するための評価基準 

   企画提案書の評価項目・評価基準は以下のとおり。 

評価項目 評価基準 配点 

企画 

提案力 

 

 

配点 

５０点 

① 業務の理解度  業務の目的を的確に捉え、理解したうえで、的

確な方針・方法を示している場合に優位に評価 

５点 

② 支援業務の提案  支援業務の内容や方法が具体的に明記されてお

り、実現可能で妥当なものとなっているか。課題

を解決するための具体的で実行性が高い場合に優

位に評価 

４５点 

業務 

遂行力 

 

配点 

４０点 

③ 実施体制  県及び関係機関との連絡体制、木製品の販売や

仕入れ若しくはプレカット加工を行う事業者及び

木造建築を設計・施工する工務店等の事業者との

連携体制が充分に構築されている場合に優位に評

価 

２５点 

④ 業務実績  木材関連事業者(建築物に使用する製材や集成

材を製造する事業者、若しくはこれらを販売する

事業者）に対して、コンサルタント支援業務の実

績が複数あり、事業拡大、事業再編、販路拡大、

新たな市場開拓の支援業務がある場合に優位に評

価 

１５点 

見積 

価格  
配点 

１０点 

⑤ 見積価格  提案内容を実現するための経費が漏れなく盛り

込まれており、妥当な金額である場合に評価 

１０点 

合計   １００点 

 

（３）審査結果 

   企画提案書を提出された全事業者あてに書面により通知する。 

      なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。 

（４）審査結果の公表 

審査結果について、奈良県ホームページ等の公表手段により公表するものとする。 

 

13 契約の締結 

（１）契約の締結 

    ①契約の締結 

   審査の結果、選定された最優秀提案者を受託者とし、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良 

県規則第１４号）に基づき業務委託契約を締結する。 

   契約額は、最優秀提案者との協議により仕様書を確定した後に決定するものとし、契約に際 

しては、正式の見積書を提出すること。 

     なお、この協議が不調に終わった場合には、原則、審査において次点となった参加者を



受託者として、同様の手続きを行うこととする。 

   ②契約の保証金 

    契約金額の１００分の１０に相当する金額以上の契約保証金を契約締結時に納付すること

とする。ただし、契約者が奈良県契約規則第１９条第１項の各号に該当する者であるとき

は、契約保証金を免除する。 

     ③委託費の支払い 

      委託費は、事業完了後、県が検査を行い、適正と認められた場合支払うこととする。 

     ④成果物に関する知的財産権等の取扱い 

      本事業に関する著作権その他の権利は、すべて県に帰属するものとする。 

     ⑤契約書 

      受託者として特定された者に対して別途作成・提示する。 

 

14 契約の不締結 

受託者の特定後、契約締結までの間に、受託者として特定された者について、次のいずれかに該

当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

（１）役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所の代表者を、

個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与しているとき。 

（３）役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に

損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若し

くは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 

（５）上記（３）及び（４）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有しているとき。 

（６）本契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」という。）

に当たって、その相手方が上記（１）から（５）までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したとき。 

（７）本契約に係る下請契約等に当たって、上記（１）から（５）までのいずれかに該当する者を

その相手方としていた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）において、発注者が当該下

請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 

（８）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞

なくその旨を発注者に報告せず、若しくは警察に届け出なかったとき。 

 

15 契約の解除 

契約締結後、受託者について 13の（１）から（８）までのいずれかに該当する事由があると認め



られるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもか

かわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められると

きは、契約を解除することがある。この場合は、受託者は損害賠償金を納付しなければならない

ものとする。 

 

16 その他留意事項 

（１）事業者選定にあたり、必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 

（３）本プロポーザルへの参加に係る経費は、参加者の負担とする。 

（４）提出された書類は返却しないものとする。ただし、本プロポーザルの係る審査以外には利用

しない。 

（５）提出されたすべての書類は、奈良県情報公開条例に基づき、情報公開の対象文書（個人情報

等は非公開）となる。 

（６）その他定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに奈良

県個人情報保護条例、奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係条例・規則等に従

うものとする。 

 

17 書類等提出先・問い合わせ先 

    〒６３０-８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県環境森林部 県産材利用推進課 生産・需要拡大係（県庁分庁舎５階） 

    TEL ０７４２－２７－７４７６（ダイヤルイン） 

FAX ０７４２－２７－１０７０ 

 


